
※　サービス提供年月において有効な区の証記載保険者番号を記載してください。
1 2 1 0 1 2

1 2 1 0 2 0

1 2 1 0 3 8

1 2 1 0 4 6 （区への提出締切日）   通常過誤・・・毎月１４日

1 2 1 0 5 3 　 　　　　　　　　　　　　 　　同月過誤・・・毎月２５日

1 2 1 0 6 1

1 0 0 2 1 0 9 9 1 0 1 2 1 0 4 9

2 0 0 2 2 0 9 9 2 0 1 2 2 0 4 9

※過誤申立てを行うことにより、区分単位で総合事業（第１号事業支給）費を請求した内容が取下げ（減額）となります。

通 常 過 誤

※区分内の特定のサービス種類や特定のサービス種類コード（加算等）のみを取下げ（減額）することは、できませんので、ご注意ください。

千葉市 保険者番号　一覧

緑　区

美浜区

同 月 過 誤

区　　分

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

請求誤り
市・県等
指導監査
・その他

市・県等
指導監査
・その他

請求誤り

介護予防・日常生活支援総
合事業費明細書
（介護予防ケアマネジメント
費）

介護予防ケアマネジメント費

サービス種類名

介護予防・日常生活支援総
合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型
サービス費・その他の生活
支援サービス費）

【訪問】訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス
【通所】通所介護相当サービス、ミニデイ型通所サービス


